
租税条約の改正

日本・スイス租税条約の一部改正

はじめに

　我が国とスイス連邦（以下「スイス」といいま
す。）との間では、これまで昭和46年（1971年）
に締結（平成23年（2011年）に一部改正）された
「所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とスイスとの間の条約」（以下「条
約」といいます。）の下で二重課税の回避及び脱
税の防止が図られてきましたが、緊密化する両国
の経済関係等を踏まえ、両国政府は、令和 2 年
（2020年）12月に条約を改正するための交渉を開
始しました。その結果、令和 3年（2021年） 7月
16日に「所得に対する租税に関する二重課税の回
避のための日本国とスイスとの間の条約を改正す
る議定書」（以下、この議定書を「改正議定書」
といい、改正議定書による改正前の条約を「現行
条約」、改正後の条約を「改正後の条約」といい
ます。）についてベルンにおいて署名が行われま
した。

　改正議定書は、両国で生ずる二重課税を除去す
るため、事業利得に関する新たな規定の導入、配
当及び利子に対する源泉地国免税の範囲の拡大等
を規定しています。また、両国の税務当局間の相
互協議手続における仲裁制度等を新たに導入して
います。
　これらにより、二重課税を除去し、脱税・租税
回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流
を一層促進することが期待されます。
　改正議定書は、両国それぞれの国内手続（我が
国においては、国会の承認を得ることが必要であ
り、改正議定書は第208回国会で承認されまし
た。）を経た後、外交上の経路を通じて、その国
内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い
方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を
生ずることとなります。
　以下では、改正議定書の内容について、逐条で
解説していくこととします。

一　改正議定書第 1条（条約前文関連）

1 　改正の概要

　条約の前文が、OECD モデル租税条約の改訂
を踏まえて改正されました。

2 　改正の内容

　現行条約の前文は、両国政府が、所得に対する

租税に関し、二重課税を回避するための条約を締
結することを希望することを規定していますが、
改正後の条約の前文では、条約の締結の目的をよ
り明確にする観点から、以下の内容に改められま
した。
①　両国間の経済関係の一層の発展を図ること
及び租税に関する両国間の協力を強化するこ
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とを希望すること。
②　所得に対する租税に関して、脱税又は租税
回避を通じた非課税又は租税の軽減（第三国
の居住者の間接的な利益のために条約におい
て与えられる租税の免除又は軽減を得ること

を目的とする条約漁
あさ

りの仕組みを通じたもの
を含みます。）の機会を生じさせることなく、
二重課税を除去するための条約を締結するこ
とを意図すること。

二　改正議定書第 2条（条約第 2条（対象となる租税）関連）

1 　改正の概要

　条約が適用される租税を規定する条約第 2条に
関し、平成23年（2011年）の条約の一部改正後に
行われた我が国の税制改正を踏まえ、条約の対象
となる我が国の租税に「復興特別所得税」及び
「地方法人税」が追加されました。

2 　改正の内容

　現行条約第 2条 1⒜は、条約の対象となる我が
国の租税を、所得税、法人税及び住民税と規定し

ていますが、改正後の条約第 2条 1⒜では、所得
税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び住
民税に改められました。
　なお、条約第 2 条 2 は、「この条約は、その署
名の日の後にいずれか一方の締約国又はその地方
政府若しくは地方公共団体によつて設けられる租
税であつて 1に掲げる租税と実質的に類似するも
のについても、また、適用する」ことを規定して
いることから、復興特別所得税及び地方法人税は、
現行条約の下でも条約の対象となっていますが、
改正により条文上明記されることになります。

三　改正議定書第 3条（条約第 3条（一般的定義）関連）

1 　改正の概要

　条約において使用される用語の定義等を規定す
る条約第 3条に関し、「国際運輸」（条約第 3条 1
⒣）及びスイスの「権限のある当局」（条約第 3
条 1⒥ⅱ）の定義が改正されました。

2 　改正の内容

⑴　「国際運輸」（条約第 3条 1⒣）
　現行条約第 3 条 1 ⒣は、「国際運輸」の定義
について、「一方の締約国の企業が運用する船
舶又は航空機による運送（他方の締約国内の地
点の間においてのみ運用される船舶又は航空機
による運送を除く。）」と規定しています。
　改正後の条約第 3条 1⒣では、我が国及びス
イス以外の企業が運用する船舶又は航空機によ
る運送が対象となるように改められました。具

体的には、「国際運輸」とは、「船舶又は航空機
による運送（当該船舶又は航空機が一方の締約
国内の地点の間においてのみ運用され、かつ、
当該船舶又は航空機を運用する企業が当該一方
の締約国の企業でない場合における運送を除
く。）」をいいます。
　この改正は、国際運輸に運用される船舶内又
は航空機内の勤務に係る報酬について規定する
条約第15条 3 の改正に関連します（後述九 2⑵
参照）。

⑵　スイスの「権限のある当局」（条約第 3 条 1
⒥ⅱ）
　スイスの「権限のある当局」の定義が、「連
邦税務長官又は権限を与えられたその代理者」
から「財務大臣又は権限を与えられたその代理
者」に変更されました。
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四　改正議定書第 4条（条約第 5条（恒久的施設）関連）

1 　改正の概要

　条約において使用される「恒久的施設」の定義
等を規定する条約第 5 条に関し、「恒久的施設」
を構成する建築工事現場等に関する規定が改正さ
れました。

2 　改正の内容

　現行条約第 5 条 2 ⒢は、「恒久的施設」の例示
の一つとして、「建築工事現場又は建設若しくは

組立ての工事で、12か月をこえる期間存続するも
の」を規定していますが、これを削除し、新たに
条約第 5 条 3 を設け、「建築工事現場又は建設若
しくは据付けの工事については、これらの工事現
場又は工事が12か月を超える期間存続する場合に
限り、恒久的施設を構成するものとする」ことが
規定されました。
　また、この改正に伴い、現行条約第 5条 3から
6までの項番号が 4から 7までに変更されました。

五　改正議定書第 5条（条約第 7条（事業利得）関連）

1 　改正の概要

　企業が事業活動によって取得する利得（事業利
得）に対する課税上の取扱いを規定する条約第 7
条に関し、恒久的施設に帰属する利得は、本支店
間の内部取引を網羅的に認識し、独立企業原則を
厳格に適用して計算することとするなど、条全体
がOECDモデル租税条約の規定に沿って改正さ
れました。

2 　改正の内容

⑴　「恒久的施設なければ課税なし」の原則及び
「帰属主義」の原則（条約第 7条 1）
　改正後の条約第 7条 1は、現行条約第 7条 1
と同様に、企業が事業活動によって取得する利
得に対する課税に関して、二つの原則を規定し
ています。
　一つは、いわゆる「恒久的施設なければ課税
なし」の原則で、一方の締約国の企業の利得に
対しては、その企業が他方の締約国内に存在す
る恒久的施設を通じて当該他方の締約国内にお
いて事業を行わない限り、企業の居住地国であ
る当該一方の締約国においてのみ課税すること
ができるとされています。

　もう一つは、いわゆる「帰属主義」の原則で、
一方の締約国の企業が他方の締約国内に存在す
る恒久的施設を通じて当該他方の締約国内にお
いて事業を行う場合には、その企業の利得のう
ちその恒久的施設に帰せられる部分に対しての
み、恒久的施設が存在する当該他方の締約国に
おいて課税することができるとされています。

⑵　恒久的施設に帰せられる利得の計算（条約第
7条 2）
　改正後の条約第 7条 2は、条約第 7条及び第
23条（二重課税の除去）の規定の適用上、各締
約国において恒久的施設に帰せられる利得は、
企業がその恒久的施設及びその企業の他の構成
部分を通じて果たす機能、使用する資産及び引
き受ける危険を考慮した上で、その恒久的施設
が同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を
行う分離し、かつ、独立した企業であるとした
ならば、特にその企業の他の構成部分との取引
においても、その恒久的施設が取得したとみら
れる利得とすることを規定しています。
　これにより、改正後の条約第 7条 2の下では、
①恒久的施設の果たす機能及び事実関係に基づ
いて、取引、資産、リスク及び資本を恒久的施
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設に帰属させるとともに、②恒久的施設とその
企業の他の構成部分との取引（以下「内部取
引」といいます。）を認識し、その内部取引が
独立した企業間で用いられる取引価格（以下
「独立企業間価格」といいます。）で行われたも
のとして、恒久的施設に帰せられる利得を算定
することとなります。したがって、現行条約の
下では認識されなかった恒久的施設とその企業
の他の構成部分との間の無形資産の貸借による
使用料や金銭の貸借による利子等は、改正後の
条約の下では損益として認識されることとなり
ます。
　なお、内部取引の認識は、あくまでも恒久的
施設に帰せられる利得の算定のために行われる
ものであって、条約の他の条に及ぶものではあ
りません。例えば、恒久的施設とその企業の他
の構成部分との間の金銭の貸借に基づく利子の
支払を恒久的施設に帰せられる利得を算定する
ために認識するとしても、このような支払につ
いては、利子に対する課税関係を規定する条約
第11条は適用されません。

⑶　恒久的施設に帰せられる利得の対応的調整
（条約第 7条 3）
　一方の締約国が、いずれかの締約国の企業の
恒久的施設に帰せられる利得を条約第 7条 2の
規定によって調整し、それに伴い、他方の締約
国において課税されたその企業の利得に課税す
る場合には、双方の締約国が同一の利得につい
て課税するという二重課税の状態が生ずること
になります。改正後の条約第 7条 3は、当該他
方の締約国が、その利得に対する二重課税を除
去するために必要な範囲に限り、その利得に対

して当該他方の締約国において課された租税の
額について適当な調整（対応的調整）を行うこ
とを規定しています。また、この調整に当たり、
両締約国の権限のある当局は、必要があるとき
は、相互に協議することとされています。
（注）　改正議定書第18条によって新たに追加され

た条約議定書 3（対応的調整義務の内容の確

認）は、改正後の条約第 7 条 3 の規定に関し、

一方の締約国は、他方の締約国によって行わ

れた調整が独立企業原則に照らして正当なも

のであり、かつ、その原則に基づいて算定さ

れた額に関して正当なものであることについ

て同意する場合に限り、対応的調整を行う義

務を負うことを確認しています。この規定は、

相手国が行った課税に対して自動的に減額調

整を行うことを義務付けられないことを確認

するものです。

⑷　条約第 7 条と他の条との関係（条約第 7 条
4）
　改正後の条約第 7条 4は、他の条で別個に取
り扱われている所得が企業の利得に含まれる場
合には、他の条の規定が優先的に適用されるこ
とを規定しています。もっとも、改正後の条約
第10条 6 （配当）、第11条 4 （利子）、第12条 3
（使用料）及び第22条 2 （その他の所得）は、
これらの所得の支払の基因となった資産が、こ
れらの所得が生ずる締約国内に存在する恒久的
施設と実質的な関連を有する場合には、条約第
7条が適用されることを規定しています。
　なお、この規定は、現行条約第 7条 7と同じ
内容であり、改正の前後で実質的な変更はあり
ません。

六　改正議定書第 6条（条約第 9条（関連企業）関連）

1 　改正の概要

　関連企業間の取引価格を独立企業間価格に引き
直して企業の利得を計算するという独立企業原則

に基づく課税（いわゆる移転価格税制）に関する
ルールを定める条約第 9条に関し、一方の締約国
によって独立企業原則に基づく課税が行われた際
の他方の締約国による対応的調整に関する規定が
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改正されました。

2 　改正前の規定の概要

　現行条約第 9条 2は、一方の締約国が、他方の
締約国において課税された当該他方の締約国の企
業の利得を条約第 9条 1（独立企業間価格に基づ
く課税のルール）の規定により当該一方の締約国
の企業の利得に算入して課税する場合において、
両締約国の権限のある当局が、協議の上、その算
入された利得の全部又は一部が、双方の企業の間
に設けられた条件が独立の企業の間に設けられた
であろう条件であったとしたならば当該一方の締
約国の企業の利得となったとみられる利得である
ことに合意するときは、当該他方の締約国は、そ
の合意された利得に対して当該他方の締約国にお
いて課された租税の額について適当な調整（対応
的調整）を行うこと、及び、この調整に当たって
は、条約の他の規定に妥当な考慮を払うことを規
定しています。

3 　改正の内容

　現行条約第 9条 2は、対応的調整を行う要件と
して、「両締約国の権限のある当局が、協議の上、
その算入された利得の全部又は一部が、双方の企

業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設け
られたであろう条件であったとしたならば当該一
方の締約国の企業の利得となったとみられる利得
であることに合意する」ことを規定していますが、
改正後の条約第 9条 2では、両締約国の権限のあ
る当局による事前の協議及び合意を要件とせず、
一方の締約国による課税が独立企業原則に基づく
ものである場合には、他方の締約国が当該他方の
締約国の企業である関連企業の利得の減額調整
（対応的調整）を行うこと、及び、この調整に当
たり、両締約国の権限のある当局は、必要がある
ときは、相互に協議することが規定されました。
（注）　改正議定書第18条によって新たに追加された

条約議定書 3（対応的調整義務の内容の確認）は、

改正後の条約第 9 条 2 の規定に関し、一方の締

約国は、他方の締約国によって行われた調整が

独立企業原則に照らして正当なものであり、かつ、

その原則に基づいて算定された額に関して正当

なものであることについて同意する場合に限り、

対応的調整を行う義務を負うことを確認してお

り、改正後においても、相手国が行った課税に

対して自動的に減額調整を行うことは義務付け

られません。

七　改正議定書第 7条（条約第10条（配当）関連）

1 　改正の概要

　配当に対する課税上の取扱いを規定する条約第
10条に関し、配当に対する源泉地国免税の範囲が
以下のように変更されました。

改正前 改正後

親子会
社間

免税（持分保有割合50％以
上・保有期間 6か月以上）

免税（持分保有
割合10％以上・
保有期間365日
以上）

5％（持分保有割合10％以
上・保有期間 6か月以上）

その他 10％ 10％

2 　改正前の規定の概要

　現行条約第10条 2 及び 3は、配当に対する源泉
地国（配当を支払う法人の居住地国）における課
税について、以下のとおり規定しています。
①　②から④までの配当以外の配当については、
源泉地国において課税することができる税率
の上限（限度税率）を配当の額の10％として
います（現行条約第10条 2 ⒝）。
②　 6か月以上の期間、持分保有割合10％以上
の所有関係がある法人間で支払われる配当に
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ついては、源泉地国の限度税率を配当の額の
5％としています（現行条約第10条 2 ⒜）。

③　 6か月以上の期間、持分保有割合50％以上
の所有関係がある法人間で支払われる配当に
ついては、源泉地国免税としています（現行
条約第10条 3 ⒜）。
④　年金基金又は年金計画が受益者である配当
については、源泉地国免税としています（現
行条約第10条 3 ⒝）。

3 　改正の内容

　改正後の条約第10条 2 では、配当に対して、配
当を支払う法人が居住者とされる一方の締約国
（源泉地国）において課税することができること
とするとともに、配当の受益者が他方の締約国の
居住者である場合に源泉地国において課税するこ
とができる税率の上限（限度税率）を配当の額の
10％とすることが規定されました。
　また、その例外として、改正後の条約第10条 3
では、次の①又は②に該当する場合については、

配当の受益者の居住地国である当該他方の締約国
においてのみ課税することができる（配当の源泉
地国においては免税となる）ことが規定されました。
①　配当の受益者が、配当の支払を受ける者が
特定される日（いわゆる基準日）を含む365
日の期間を通じ、配当を支払う法人の持分
（日本法人が支払う場合には議決権、スイス
法人が支払う場合には発行済株式又は議決
権）の10％以上を直接又は間接に所有する法
人である場合（改正後の条約第10条 3 ⒜）。
なお、365日の期間の計算に当たり、配当の
受益者である法人又は配当を支払う法人の合
併若しくは分割又は法的な形態の変更の直接
の結果として行われる所有の変更は、考慮し
ないこととされています。
②　配当の受益者が年金基金又は年金計画であ
る場合（改正後の条約第10条 3 ⒝）。ただし、
その配当が、条約第 3 条 1 ⒦ⅱ（「年金基金
又は年金計画」の定義）に規定する年金に係
る活動によって取得される場合に限ります。

八　改正議定書第 8条（条約第11条（利子）関連）

1 　改正の概要

　利子に対する課税上の取扱いを規定する条約第
11条に関し、利子に対して原則として源泉地国免
税とされました。

2 　改正前の規定の概要

　現行条約第11条は、利子の支払を受ける者の居
住地国及び利子が生じた締約国（源泉地国）にお
いて課税することができることを規定するととも
に、利子の受益者が相手国の居住者である場合に
は、源泉地国の限度税率を利子の額の10％とする
ことを規定しています（現行条約第11条 1 及び
2）。また、相手国の政府等又は相手国の居住者
である金融機関や年金基金等が受益者である利子
については、源泉地国において免税となることを
規定しています（現行条約第11条 3 及び 4）。

3 　改正の内容

⑴　利子に対する源泉地国免税（条約第11条 1 ）
　改正後の条約第11条 1 では、一方の締約国内
において生じ、他方の締約国の居住者が受益者
である利子に対しては、利子の受益者の居住地
国である当該他方の締約国においてのみ課税す
ることができる（利子の源泉地国においては免
税となる）ことが規定されました。

⑵　利子に対する源泉地国免税の例外（条約第11
条 2 ）
　改正後の条約第11条 2 では、利子の源泉地国
免税を利用した租税回避行為を防止する観点か
ら、いわゆる利益連動型の利子については、条
約第11条 1 に規定する源泉地国免税を適用せず、
利子の額の10％を限度として源泉地国において
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課税することができることが規定されました。
　ここでいう「利益連動型の利子」とは、利子
の額が以下のものを基礎として算定される利子
又はこれに類する利子をいいます。
①　債務者又はその関係者の収入、売上げ、所
得、利得その他の資金の流出入
②　債務者又はその関係者の有する資産の価値
の変動
③　債務者又はその関係者が支払う配当、組合

の分配金その他これらに類する支払金

⑶　その他の変更
　現行条約第11条 1 から 4までを条約第11条 1
及び 2に改正することに伴い、現行条約第11条
6 における引用条項が「第11条 1 から 3まで」
から「第11条 1 及び 2」に変更されるとともに、
現行条約第11条 5 から 9までの項番号が 3から
7までに変更されました。

九　改正議定書第 9条（条約第15条（給与所得）関連）

1 　改正の概要

　給与等に対する課税上の取扱いを規定する条約
第15条に関し、短期滞在者免税及び国際運輸に運
用される船舶内又は航空機内の勤務に係る報酬に
関する規定が改正されました。

2 　改正の内容

⑴　短期滞在者免税（条約第15条 2 ）
　現行条約第15条は、一方の締約国の居住者が
勤務について取得する給料、賃金その他これら
に類する報酬（以下「報酬」といいます。）につ
いて、その勤務が他方の締約国内で行われる場
合には、当該他方の締約国においても課税する
ことができることを規定していますが（現行条約
第15条 1）、その例外として、次の①から③まで
の要件を全て満たす場合には、当該一方の締約
国においてのみ課税することができる（勤務が
行われる当該他方の締約国においては免税とな
る）ことを規定しています（現行条約第15条 2）。
①　報酬の受領者が他方の締約国内に滞在する
期間が、その年を通じて合計183日を超えな
いこと（現行条約第15条 2 ⒜）。
②　報酬が、他方の締約国の居住者でない雇用
者又はこれに代わる者から支払われること
（条約第15条 2 ⒝）。
③　報酬が、他方の締約国内に雇用者が有する
恒久的施設又は固定的施設によって負担され

ないこと（条約第15条 2 ⒞）。
　改正後の条約第15条 2 ⒜では、年をまたいで
滞在期間を調整することによる租税回避に対処
する観点から、上記①の要件について、報酬の
受領者が他方の締約国内において滞在する期間
が、その年において開始し、又は終了するいず
れの12か月の期間においても、合計183日を超
えないこととされました。

⑵　国際運輸に運用される船舶内又は航空機内の
勤務に係る報酬（条約第15条 3 ）
　現行条約第15条 3 は、給与等に対する課税の
原則的な取扱いを定める条約第15条 1 及び 2の
規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際
運輸に運用する船舶又は航空機において行われ
る勤務に係る報酬に対しては、企業の居住地国
である当該一方の締約国において課税すること
ができることを規定しています。
　改正後の条約第15条 3 では、条約第15条 1 及
び 2の規定にかかわらず、一方の締約国の居住
者が、船舶又は航空機の通常の乗組員の一員と
して、国際運輸に運用される船舶内又は航空機
内において行う勤務について取得する報酬に対
しては、乗組員の居住地国である当該一方の締
約国においてのみ課税することができることと
するとともに、その船舶又は航空機が他方の締
約国の企業によって運用される場合には、企業
の居住地国である当該他方の締約国においても
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課税することができることが規定されました。
　条約第 3条 1⒣の「国際運輸」の定義の改正
により、改正後の条約第15条 3 の下では、我が
国及びスイス以外の企業が運用する船舶又は航
空機の乗組員についても対象となります。また、

原則として乗組員の居住地国に排他的な課税権
を認める規定を置くことにより、乗組員の居住
地国又は企業の居住地国であること以外の理由
に基づいて両締約国による課税が行われないこ
とになります。

十　改正議定書第10条（条約第16条（役員報酬）関連）

1 　改正の概要

　法人の役員の報酬に対する課税上の取扱いを規
定する条約第16条に関し、最近の我が国の条約例
を踏まえて文言が変更されました。

2 　改正の内容

　現行条約第16条は、一方の締約国の居住者が他
方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取

得する報酬に対しては、法人の居住地国である当
該他方の締約国において課税することができるこ
とを規定しています。
　改正後の条約第16条では、条約第16条の対象と
なる者が「役員」から「取締役会又はこれに類す
る機関の構成員」に、対象となる所得が「報酬」
から「役員報酬その他これに類する支払金」に変
更されました。

十一　改正議定書第11条（条約第21条（学生）関連）

1 　改正の概要

　学生又は事業修習者が受け取る生計費等の給付
に対する課税上の取扱いを規定する条約第21条に
関し、事業修習者が免税とされる期間の上限が設
けられました。

2 　改正の内容

　改正後の条約第21条第一文では、専ら教育又は
訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生
又は事業修習者であって、現に他方の締約国の居
住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約
国の居住者であったものがその生計、教育又は訓

練のために受け取る給付（当該一方の締約国外か
ら支払われるものに限ります。）に対しては、滞
在地国である当該一方の締約国において免税とな
ることが規定されました。文言の相違はあります
が、現行条約第21条の内容と基本的に同じです。
　ただし、現行条約第21条では、学生又は事業修
習者が免税とされる期間に制限はありませんでし
たが、新たに追加された改正後の条約第21条第二
文では、事業修習者に対する免税について、滞在
地国内において最初に訓練を開始した日から 4年
を超えない期間についてのみ適用することとされ
ました。

十二　改正議定書第12条（条約第21条のＡ（匿名組合）関連）

1 　改正の概要

　匿名組合契約等に関連して匿名組合員が取得す

る所得に対する課税上の取扱いを規定する条約第
21条のＡに関し、源泉地国が課税することができ
るための要件が追加されました。
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2 　改正の内容

　改正後の条約第21条のＡでは、条約の他の規定
にかかわらず、匿名組合契約その他これに類する
契約に関連して一方の締約国の居住者である匿名
組合員が取得する所得に対しては、その所得が他
方の締約国内において生じ、かつ、当該他方の締
約国におけるその支払者の課税所得の計算上控除

される場合には、所得の源泉地国である当該他方
の締約国において、当該他方の締約国の法令に従
って課税することができることが規定されました。
　新たに追加された「源泉地国における支払者の
課税所得の計算上控除される」との要件により、
条約第21条のＡによって源泉地国の課税権を維持
すべき所得の内容が限定されました。

十三　改正議定書第13条（条約第22条のＡ（特典を受ける権利）関連）

　条約の特典を受ける権利を一定の場合に制限す
ることを規定する条約第22条のＡに関し、条約第
11条（利子）の改正に伴い、条約第22条のＡにお

ける引用条項が「第11条 3 ⒞、⒟若しくは⒠」か
ら「第11条 1 」に変更されました。

十四　改正議定書第14条（条約第23条（二重課税の除去）関連）

1 　改正の概要

　各締約国が自国の居住者に対して二重課税を除
去するための措置を採らなければならないことを
規定する条約第23条に関し、スイスにおける二重
課税除去の方法に関する規定が改正されました。

2 　改正の内容

　条約第23条 3 は、スイスの居住者が条約の規定
に従って我が国において課税される所得を取得す
るときは、原則として、スイスは租税を免除する
（いわゆる国外所得免除方式によって二重課税を
除去する）ことを規定していますが、新たに追加
された条約第23条 7 では、我が国が、スイスの居

住者が取得する所得に対して、条約の規定を適用
して租税を免除する場合又は条約第10条 2 （配
当）若しくは第11条 2 （利子）の規定を適用する
場合には、条約第23条 3 の規定は、その所得につ
いては、適用しないこととされました。
　この規定は、両締約国の認識の不一致による二
重非課税を防止するための措置です。例えば、ス
イスが我が国において課税されると認識している
所得に対して、我が国が条約に基づいて免税を与
える場合、スイスが条約第23条 3 に基づいて国外
所得免除を適用すると二重非課税となってしまい
ますが、条約第23条 3 の規定を適用しないことに
より、これを防止することができます。

十五　改正議定書第15条（条約第24条（無差別待遇）関連）

　各締約国が課税上の差別的取扱いを行ってはな
らないことを規定する条約第24条に関し、条約第
11条（利子）の改正に伴い、条約第24条 3 （支払

先無差別）における引用条項が「第11条 8 」から
「第11条 6 」に変更されました。
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十六　改正議定書第16条（条約第25条（相互協議手続）関連）

1 　改正の概要

　条約の解釈又は適用に関して生ずる問題を解決
するための両締約国の権限のある当局による相互
協議手続について規定する条約第25条に関し、納
税者による相互協議手続の申立てに関する規定が
改正されるとともに、仲裁制度が導入されました。

2 　改正の内容

⑴　納税者の申立て（条約第25条 1 ）
　現行条約第25条 1 は、条約の規定に適合しな
い課税を受けた納税者は、自己が居住者である
締約国の権限のある当局（条約第24条 1 の国民
無差別規定の適用に関する事案である場合には、
自己が国民である締約国の権限のある当局）に
対して、相互協議手続の申立てをすることがで
きることを規定しており、その申立先に指定が
ありましたが、改正後の条約第25条 1 では、い
ずれの締約国の権限のある当局に対しても、申
立てをすることができることとされました。

⑵　仲裁（条約第25条 5 ）
　条約第25条 2 は、納税者から申立てを受けた
権限のある当局が、相手国の権限のある当局と
の合意によってその事案を解決するように努め
ることを規定していますが、両締約国の権限の
ある当局間の協議が不調に終わる場合には、条
約に適合しない課税が解消されないことがあり
ます。
　新たに追加された条約第25条 5 では、条約の
規定に適合しない課税を受けたとして申し立て
られた事案を、両締約国の権限のある当局が一
定の期間内に解決することができない場合にお
ける第三者による仲裁について、以下のとおり
規定されました。
①　条約第25条 1 （納税者の申立て）に従って
申立てが行われた事案に対処するために両締

約国の権限のある当局が要請した全ての情報
が両締約国の権限のある当局に提供された日
から 3年以内に、両締約国の権限のある当局
が事案を解決するための合意に達することが
できない場合において、申立てを行った者が
書面により仲裁を要請するときは、その事案
の未解決の事項は、仲裁に付託されます。た
だし、未解決の事項についていずれかの締約
国の裁判所又は行政審判所が既に決定を行っ
た場合には、その未解決の事項は、仲裁に付
託されません。
②　仲裁決定は、事案によって直接に影響を受
ける者が、仲裁決定を実施する両締約国の権
限のある当局の合意を受け入れない場合を除
き、両締約国を拘束し、両締約国の法令上の
いかなる期間制限にもかかわらず、実施され
なければなりません。
③　両締約国の権限のある当局は、仲裁手続の
実施方法を合意によって定めなければなりま
せん。

⑶　仲裁手続の細目（条約第25条 6 から12まで）
　条約第25条 6 から12までは、条約第25条 5 に
規定する仲裁手続の細目について、以下のとお
り規定しています。
①　仲裁付託期間の特例（条約第25条 6 ）
イ　 1又は 2以上の同一の事項に関する事案
について裁判所又は行政審判所において手
続が係属中であることを理由として、相互
協議手続を停止した場合には、上記⑵①の
3年の期間（以下「仲裁付託期間」といい
ます。）は、その事案に係る裁判所若しく
は行政審判所の手続が停止され、又はその
事案に係る訴訟若しくは審査請求が取り下
げられるまで、進行を停止します（条約第
25条 6 ⒜）。
ロ　事案の申立てをした者及び一方の締約国
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の権限のある当局が、相互協議手続を停止
することについて合意した場合には、仲裁
付託期間は、その停止が解除されるまで、
進行を停止します（条約第25条 6 ⒝）。
ハ　事案によって直接に影響を受ける者が仲
裁付託期間中にいずれかの締約国の権限の
ある当局によって要請された追加の重要な
情報を適時に提供しなかったことについて
両締約国の権限のある当局が合意する場合
には、仲裁付託期間は、要請された情報の
提出の期限とされた日に開始し情報が提供
された日に終了する期間と等しい期間延長
します（条約第25条 6 ⒞）。

②　仲裁人の任命（条約第25条 7 ）
イ　仲裁人の任命については、次の規則を適
用します（条約第25条 7 ⒜）。
イ　仲裁のための委員会は、国際租税に関
する事項について専門知識又は経験を有
する 3人の個人である仲裁人によって構
成されます。
ロ　各締約国の権限のある当局は、 1人の
仲裁人を任命し、任命された 2人の仲裁
人は、仲裁のための委員会の長となる第
三の仲裁人を任命しなければなりません。
仲裁のための委員会の長は、いずれの締
約国の国民又は居住者でもあってはなり
ません。
ハ　仲裁人は、それぞれ、任命を受諾する
時において、両締約国の権限のある当局、
税務当局及び財務省並びに事案によって
直接に影響を受ける全ての者及びその顧
問に対して公平でなければならず、かつ、
これらの者から独立していなければなり
ません。加えて、仲裁手続を通じて、そ
の公平性及び独立性を維持しなければな
らず、また、仲裁手続の後の妥当な期間
において、仲裁手続に関して仲裁人が公
平であり、かつ、独立しているという外
観を損なうおそれのある行為を行っては
なりません。

ロ　両締約国の権限のある当局は、仲裁人及
びその職員が、仲裁手続の実施に先立って、
条約第25条のＡ 2（交換された情報の取扱
い）及び両締約国の関係法令に規定する秘
密及び不開示に関する義務に従って仲裁手
続に関する情報を取り扱うことについて書
面によって合意することを確保しなければ
なりません（条約第25条 7 ⒝）。
ハ　条約第25条及び第25条のＡ（情報の交
換）の規定並びに情報の交換、秘密及び行
政支援に関する両締約国の法令の適用上、
仲裁人及びその職員（仲裁人 1人について
3 人までに限ります。）並びに仲裁人の候
補者は、情報（候補者については、候補者
が仲裁人の要件を満たすことができること
を確認するために必要な範囲に限ります。）
の開示を受けることができる者又は当局と
みなし、また、仲裁のための委員会又は仲
裁人の候補者が受領する情報及び両締約国
の権限のある当局が仲裁のための委員会か
ら受領する情報は、条約第25条のＡ 1（権
限のある当局間の情報交換）の規定に基づ
いて交換された情報とみなします（条約第
25条 7 ⒞）。

③　仲裁決定の性質（条約第25条 8 ）
イ　仲裁決定は、最終的なものとします（条
約第25条 8 ⒜）。
ロ　仲裁決定は、いずれかの締約国の裁判所
による最終的な決定によって仲裁決定が無
効とされる場合には、両締約国を拘束しま
せん（条約第25条 8 ⒝）。この場合には、
条約第25条 5 に規定する仲裁の要請は、行
われなかったものとし、仲裁手続（条約第
25条 7 ⒝及び⒞（仲裁人の任命）並びに11
（費用分担）の規定に係るものを除きま
す。）は、行われなかったものとします。
また、この場合には、両締約国の権限のあ
る当局が新たな仲裁の要請は認められない
ことについて合意する場合を除き、新たな
仲裁の要請を行うことができます。
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ハ　仲裁決定は、先例としての価値を有しま
せん（条約第25条 8 ⒞）。

④　納税者による受入れ（条約第25条 9 ）
イ　事案によって直接に影響を受ける者が、
仲裁決定を実施する両締約国の権限のある
当局の合意を受け入れない場合には、その
事案について、両締約国の権限のある当局
による更なる検討は、行われません（条約
第25条 9 ⒜）。
ロ　事案によって直接に影響を受けるいずれ
かの者が、その事案に係る仲裁決定を実施
する両締約国の権限のある当局の合意につ
いての通知がその者に送付された日の後60
日以内に、裁判所若しくは行政審判所に対
し合意において解決された全ての事項に関
する訴訟若しくは審査請求を取り下げない
場合又は合意と整合的な方法によって係属
中の訴訟手続若しくは行政手続を終了させ
ない場合には、その合意は、受け入れられ
なかったものとします（条約第25条 9 ⒝）。

⑤　仲裁手続の終了事由（条約第25条10）
　条約第25条の規定の適用上、仲裁の要請が
行われてから仲裁のための委員会がその決定
を両締約国の権限のある当局に送付するまで
の間に、次のイからハまでのいずれかに該当
する場合には仲裁手続は終了し、次のイ又は
ロの規定に該当する場合には相互協議手続も
終了します。
イ　両締約国の権限のある当局が、条約第25
条 2 （相互協議）の規定に従いその事案を
解決するための合意に達する場合（条約第
25条10⒜）
ロ　事案の申立てをした者が、仲裁の要請又
は相互協議手続の申立てを撤回する場合
（条約第25条10⒝）
ハ　事案の未解決の事項についていずれかの
締約国の裁判所又は行政審判所が決定を行
う場合（条約第25条10⒞）

⑥　費用分担（条約第25条11）
　各締約国の権限のある当局は、自らの費用
及び自らが任命する仲裁人の費用を負担しな
ければなりません。両締約国の権限のある当
局が別段の合意をする場合を除き、仲裁のた
めの委員会の長の費用その他仲裁手続の実施
に関する費用は、両締約国の権限のある当局
が均等に負担しなければなりません。
⑦　仲裁の対象とならない事案（条約第25条
12）
　条約第25条 5 から11までに規定する仲裁手
続は、次の事案については、適用されません。
イ　条約第 4条 3（双方居住者の振分けルー
ル）の規定に該当する事案（条約第25条12
⒜）
ロ　評価することが困難な無形資産に関する
条約第 9条 1（独立企業間価格に基づく課
税のルール）に規定する状況における利得
の更正に関する事案（条約第25条12⒝）。
ただし、その更正が、更正をする締約国の
法令の期間制限に関する規定及び条約第 9
条 3（利得の調整ができる期間の制限）の
規定の下において更正をすることができる
課税年度に関してなされるものであって、
これらの規定の下において更正をすること
ができない他の課税年度に行われた評価す
ることが困難な無形資産に係る取引に関す
るものである場合に限ります。
（注）　改正議定書の署名時に両締約国の政府

間で交換された交換公文 2は、「評価する

ことが困難な無形資産に関する条約第 9

条 1 に規定する状況における利得の更

正」とは、2017年 7 月付けの多国籍企業

及び税務行政のためのOECD移転価格ガ

イドライン第 6 章Ｄ 4（評価することが

困難な無形資産）（改正を含みます。）に

従ってなされる更正をいうことを確認し

ています。
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十七　改正議定書第17条（条約第25条のＡ（情報の交換）関連）

1 　改正の概要

　両締約国の権限のある当局が租税に関する情報
を交換することを規定する条約第25条のＡに関し、
交換された情報の取扱い及び情報提供拒否の制限
に関する規定が改正されました。

2 　改正の内容

⑴　交換された情報の取扱い（条約第25条のＡ
2）
　改正後の条約第25条のＡ 2第一文から第三文
まででは、条約第25条のＡ 1（権限のある当局
間の情報交換）の規定に基づいて一方の締約国
が受領した情報は、当該一方の締約国がその法
令に基づいて入手した情報と同様に秘密として
取り扱うものとし、租税の賦課若しくは徴収、
租税に関する執行若しくは訴追、租税に関する
不服申立てについての決定又はこれらの監督に
関与する者又は当局（裁判所及び行政機関を含
みます。）に対してのみ開示されること、これ
らの者又は当局は、情報をそのような目的のた
めにのみ使用すること、及び、これらの者又は
当局は、情報を公開の法廷における審理又は司
法上の決定において開示することができること
が規定されました。文言の相違はありますが、
現行条約第25条のＡ 2第一文から第三文までの
内容と基本的に同じです。

　新たに追加された改正後の条約第25条のＡ 2
第四文では、一方の締約国が受領した情報の取
扱いに関する例外として、両締約国の法令に基
づいて租税に関する目的以外の他の目的のため
に使用することができる場合において、その情
報を提供した他方の締約国の権限のある当局が
そのような使用を許可するときは、受領した情
報を他の目的のために使用することができるこ
とが規定されました。

⑵　情報提供拒否の制限（条約第25条のＡ 5）
　条約第25条のＡ 5は、各締約国は、提供を要
請された情報が、銀行その他の金融機関、名義
人、代理人若しくは受託者が有する情報又はあ
る者の所有に関する情報であることのみを理由
として、その情報の相手国への提供を拒否する
ことはできないことを規定しています。
　この規定に関し、現行条約第25条のＡ 5第二
文は、これらの情報を入手するため、各締約国
の税務当局は、条約第25条のＡ 3（情報提供義
務の制限）の規定又は国内法令の規定にかかわ
らず、情報を開示させる権限を有する旨を規定
していますが、改正により削除されました。本
規定の削除は、現在の両締約国の国内法令に照
らして不要であることを踏まえたものであり、
両締約国の税務当局がかかる権限を有しないこ
とを意味するものではありません。

十八　改正議定書第18条（条約議定書関連）

　現行条約には条約の不可分の一部を成す議定書
が付されており、この議定書に関し、以下の改正
が行われました。

⑴　条約濫用防止規定（条約議定書 1）
　現行条約議定書 1は、条約全体に関し、所得
の支払又は取得の基因となる権利又は財産の設

定又は移転に関与した者が、条約の特典を受け
ることを権利又は財産の設定又は移転の主たる
目的とする場合には、その所得に対しては、条
約に定める租税の軽減又は免除は与えられない
ことを規定しています。
　改正後の条約議定書 1 では、OECD モデル
租税条約の改訂を踏まえ、いわゆる主要目的テ
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スト規定（PPT：Principal�Purpose�Test）に
改められました。具体的には、条約のいかなる
規定にもかかわらず、全ての関連する事実及び
状況を考慮して、条約に基づく特典を受けるこ
とがその特典を直接又は間接に得ることとなる
仕組み又は取引の主たる目的の一つであったと
判断することが妥当である場合には、その所得
については、その特典は、与えられないことと
されました。ただし、そのような場合において
もその特典を与えることが条約の関連する規定
の目的に適合することが立証されるときを除き
ます。

⑵　対応的調整義務の内容の確認（条約第 7条 3
及び第 9条 2関連）（条約議定書 3）
　条約議定書 2の次に 3を追加し、改正後の条
約第 7 条 3（恒久的施設に帰せられる利得の対

応的調整）及び第 9 条 2（対応的調整）の規定に
関し、対応的調整義務の内容について確認して
います（前述五 2⑶（注）及び六 3（注）参照）。

⑶　その他の変更
　条約第10条（配当）の改正に伴い、現行条約
議定書 3（配当を控除することができる法人が
支払う配当の取扱い）における引用条項から
「第10条 2 ⒜」が削除されました。
　条約第11条（利子）の改正に伴い、現行条約
議定書 4（「保険」には再保険を含むことの確
認）における引用条項から「第11条 3 」が削除
されました。
　上記⑵における条約議定書 3の追加に伴い、
現行条約議定書 3から 5までの項番号が 4から
6までに変更されました。

十九　改正議定書第19条（改正議定書の効力発生）

　改正議定書第19条は、改正議定書の効力発生及
び適用開始について規定しています。

⑴　改正議定書の効力発生（改正議定書第19条
1 ）
　改正議定書第19条 1 は、各締約国が、相手国
に対し、外交上の経路を通じて、書面により、
改正議定書の効力発生のために必要とされる国
内手続（注）が完了したことを確認する通告を
行うものとし、改正議定書は、遅い方の通告が
受領された日の後30日目の日に効力を生ずるこ
とを規定しています。
（注）　我が国においては国会の承認が必要なとこ

ろ、第208回国会で承認されました。

⑵　改正議定書の適用開始（改正議定書第19条
2 ）
　改正議定書第19条 2 は、改正議定書は、次の
ものについて適用されることを規定しています。
①　我が国においては、

イ　課税年度に基づいて課される租税に関し
ては、改正議定書が効力を生ずる年の翌年
の 1月 1日以後に開始する各課税年度の租
税
ロ　課税年度に基づかないで課される租税に
関しては、改正議定書が効力を生ずる年の
翌年の 1月 1日以後に課される租税

②　スイスにおいては、
イ　源泉徴収される租税に関しては、改正議
定書が効力を生ずる年の翌年の 1月 1日以
後に支払われ、又は貸記される額
ロ　その他の租税に関しては、改正議定書が
効力を生ずる年の翌年の 1月 1日以後に開
始する各課税年度

⑶　改正後の条約第25条 1 （納税者の申立て）の
適用開始（改正議定書第19条 3 ）
　改正議定書第19条 3 は、上記⑵の例外として、
改正議定書第16条 1 による改正後の条約第25条
1 （納税者の申立て）は、その対象となる租税
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が課される日又はその租税に係る課税年度にか
かわらず、改正議定書の効力発生の日から適用
されることを規定しています。

⑷　改正後の条約第25条 5 から12まで（仲裁制
度）の適用開始（改正議定書第19条 4 ）
　改正議定書第19条 4 は、上記⑵の例外として、
改正議定書第16条 2 による改正後の条約第25条
5 から12まで（仲裁制度）は、改正議定書の効
力発生の日から次のものについて適用されるこ
とを規定しています。
①　改正議定書が効力を生ずる日において両締
約国の権限のある当局による検討が行われて

いる事案。ただし、その事案の未解決の事項
は、改正議定書が効力を生ずる日の後 3年を
経過するまでは、仲裁に付託されません。
②　改正議定書が効力を生ずる日の後に両締約
国の権限のある当局による検討が行われる事
案

⑸　改正議定書の効力の存続期間（改正議定書第
19条 5 ）
　改正議定書第19条 5 は、改正議定書は、条約
が有効である限り効力を有することを規定して
います。

二十　新交換公文

　改正議定書の署名に当たり、以下の内容に関し、
両締約国の政府間で公文（以下「新交換公文」と
いいます。）が交換されました。
①　新交換公文 1は、条約第11条（利子）の改
正に伴い、平成22年（2010年） 5月21日付け
の交換公文 2（中央銀行による間接融資に係
る利子の取扱いの確認）の規定は適用されな
くなることを規定しています。

②　新交換公文 2は、条約第25条12⒝（仲裁の
対象とならない事案）の規定に関し、「評価
することが困難な無形資産に関する条約第 9
条 1に規定する状況における利得の更正」の
意義について確認しています（前述十六 2⑶
⑦ロ（注）参照）。

　新交換公文は、改正議定書の効力発生の時に効
力を生ずるものとされています。
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